
 

 

 

 

尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について 

 

 尼崎市長は、令和3年1月27日に地方自治法第242条第1項の規定により、住民から尼崎市監

査委員に対して提出された尼崎市職員措置請求書について、次のとおり措置しました。 

 

１ 措置年月日 

令和3年3月22日 

 

２ 措置内容 

  「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について」 

（別紙1）のとおり 

 

３ 監査委員への通知 

令和3年3月26日 

  「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について（通知）」 

（別紙2）のとおり 

 

以 上  

令和 3年 3月 30日 

所 属 総務局企画管理課 

所属長 大石 照男 

電 話 06-6489-6169 



別紙１



別紙２








